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法   令   名：自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 

根 拠 条 項：第２５条第２項第２号  

処分の概要：自動車運転代行業者に対する営業の停止命令 

原権者（委任先）：福岡県公安委員会 

法令の定め： 

○ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令 

 ・ 第５条（営業の停止の基準） 

処分基準：自動車運転代行業者に対する指示の基準は、別紙のとおり。 

問い合わせ先：主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通担当課 

       警察本部交通企画課飲酒運転対策係（０９２－６４１－４１４１内線５０３５）  

備      考： 

 
 

法   令   名：自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 

根 拠 条 項：第２５条第２項第２号  

処分の概要：自動車運転代行業者に対する営業の停止命令 

原権者（委任先）：福岡県公安委員会 

法令の定め： 

○ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令 

 ・ 第５条（営業の停止の基準） 

処分基準：自動車運転代行業者に対する営業の停止命令の基準は、別紙のとお

り。 

問い合わせ先：主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通担当課 

       警察本部交通企画課飲酒運転対策係（０９２－６４１－４１４１内線５０３５）  

備      考： 

 

  



別紙 

   自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく営業停止

命令等の基準 

第１～別表２ （略） 

別表３ 

項 行為 備考 

 

１ 

 

 

○ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通

法第75条第１項第１号から第４号まで及び

第７号の規定に違反する行為 

○ 法第10条の規定に違反する行為 

○ 下命容認行為の禁止

違反 

 

○ 名義貸し禁止違反 

 

 

２ 

 

 

 

○ 法第22条第１項若しくは第２項又は第25

条第２項第１号の規定による指示に違反す

る行為 

○ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通

法第22条の２第１項又は第66条の２第１項

の規定による指示に違反する行為 

○ 法の指示違反 

 

 

○ 読替え後の道路交通

法の規定による指示違

反 

 

別紙 

   自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく営業停止

命令等の基準 

第１～別表２ （略） 

別表３ 

項 行為 備考 

 

１ 

 

 

○ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通

法第75条第１項第１号から第４号まで及び

第７号の規定に違反する行為 

○ 法第10条の規定に違反する行為 

○ 下命容認行為の禁止

違反 

 

○ 名義貸し禁止違反 

 

 

２ 

 

 

 

○ 法第22条第１項若しくは第２項又は第25

条第２項第１号の規定による指示に違反す

る行為 

○ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通

法第22条の２第１項又は第66条の２第１項

の規定による指示に違反する行為 

○ 法の指示違反 

 

 

○ 読替え後の道路交通

法の規定による指示違

反 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 法第５条第１項の規定に違反する行為 

○ 法第６条の規定に違反する行為 

○ 法第８条第１項の規定に違反する行為 

○ 法第９条第１項の規定に違反する行為 

○ 法第14条第２項の規定に違反する行為 

 

○ 法第16条の規定に違反する行為 

 

○ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通

法第74条の３第１項の規定に違反する行為 

○ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通

法第74条の３第２項の規定に違反する行為 

○ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通

法第74条の３第４項の規定に違反する行為 

○ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通

法第74条の３第７項の規定に違反する行為 

○ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通

法第74条の３第８項の規定に違反する行為 

○ 法第20条第１項の規定に違反する行為 

 

○ 法第21条第１項の規定に違反して報告を

せず、若しくは資料の提出をせず、若しく

は同項の規定による報告若しくは資料の提

出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽

の資料を提出し、又は同項の規定による立

入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行

為 

○ 申請書等虚偽記載 

○ 認定証掲示義務違反

○ 変更届出義務違反 

○ 認定証返納義務違反 

○ 運転代行業務従事制 

限違反 

○ 代行運転自動車標識

表示義務違反 

○ 安全運転管理者未選

 任 

○ 安全運転管理者業務

不履行 

○ 副安全運転管理者未

選任 

○ 権限付与義務違反 

 

○ 安全運転管理者講習

受講義務違反 

○ 帳簿等備え付け義務

違反 

○ 立入検査拒否等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 法第５条第１項の規定に違反する行為 

○ 法第６条の規定に違反する行為 

○ 法第８条第１項の規定に違反する行為 

○ 法第９条第１項の規定に違反する行為 

○ 法第14条第２項の規定に違反する行為 

 

○ 法第16条の規定に違反する行為 

 

○ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通

法第74条の３第１項の規定に違反する行為 

○ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通

法第74条の３第２項の規定に違反する行為 

○ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通

法第74条の３第４項の規定に違反する行為 

○ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通

法第74条の３第７項の規定に違反する行為 

○ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通

法第74条の３第９項の規定に違反する行為 

○ 法第20条第１項の規定に違反する行為 

 

○ 法第21条第１項の規定に違反して報告を

せず、若しくは資料の提出をせず、若しく

は同項の規定による報告若しくは資料の提

出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽

の資料を提出し、又は同項の規定による立

入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行

為 

○ 申請書等虚偽記載 

○ 認定証掲示義務違反

○ 変更届出義務違反 

○ 認定証返納義務違反 

○ 運転代行業務従事制 

限違反 

○ 代行運転自動車標識

表示義務違反 

○ 安全運転管理者未選

 任 

○ 安全運転管理者業務

不履行 

○ 副安全運転管理者未

選任 

○ 権限付与義務違反 

 

○ 安全運転管理者講習

受講義務違反 

○ 帳簿等備え付け義務

違反 

○ 立入検査拒否等 

 

 

 

 



４ 

 

○ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通

法第７５ 条第１項第７号に掲げる行為 

○ 駐停車違反 

 
 

４ 

 

○ 運転代行業務に関し読替え後の道路交通

法第７５ 条第１項第７号に掲げる行為 

○ 駐停車違反 

 
 

  

 


